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和解金支払額合意及び特別損失計上に関するお知らせ 

 

 

当社は、顧客との協議により和解金の支払に合意し、特別損失を計上する見込みとなりましたの

で下記のとおりお知らせいたします。 

  

記 

 

 

1. 特別損失の概要 

当社グループは、平成 25 年７月 16 日（米国時間）、米国司法省との間で、当社顧客への一部自動

車部品（点火コイル）販売に関して米国独禁法に違反したこと（点火コイルに関する価格カルテル

行為）について司法取引契約を締結しております。当該違反行為に関連して、有価証券報告書に記

載の通り、一部顧客と損害賠償に関する交渉を行っておりましたが、この度協議をすすめた結果、

当社が和解金として総計 2,000 万米ドルを４年分割で支払うことで和解が成立しました。 

なお、上記の和解に係る契約に秘密保持条項が含まれているため、詳細に関する開示は、差し控

えさせていただきます。 

 

2. 業績に与える影響 

 本件に関して平成28年３月期第１四半期決算において付帯する費用を含めて総計2,450万米ドル

（約 30 億円）を特別損失に計上する予定です。 

 なお、平成 28 年３月期通期連結業績予想につきましては、事業の状況等も勘案し、現在精査中で

あり、判明次第ただちに開示いたします。 

 また、当社及び当社の米国子会社に対して複数の集団訴訟が提起されており、訴状には請求金額

の記載はありませんが、当該訴訟の結果として、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
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